
   白山市既存不適格屋外広告物等撤去事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、いしかわ景観総合条例（平成２０年石川県条例第２９号。

以下「県条例」という。）の規定に基づき、屋外広告物による景観形成及び

優良な屋外広告物の普及を促進するため、県条例に規定する許可基準に不適

合となった屋外広告物等の撤去に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金

を交付することに関し、白山市補助金交付規則（平成１７年白山市規則第５２

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 屋外広告物 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項

に規定する屋外広告物をいう。 

 ⑵ 屋外広告物等 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件をいう。 

 （補助対象区域） 

第３条 補助金の対象となる区域は、本市の景観計画区域のうち、石川県エコ

サイン導入促進事業補助金交付要綱（平成２１年１月５日。以下「県要綱」

という。）第３条に規定する補助対象地域に該当する区域とする。 

 （補助金の交付対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、県要綱の規定に基づく石川

県エコサイン導入促進事業補助金（以下「県補助金」という。）の交付決定

を受けた者とする。 

 （補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業は、県要綱第４条第１号に規定する事業とする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条の事業の実施に要した費用から当該事業に係る県

補助金の額を差し引いた額の２分の１に相当する額（１，０００円未満の端

数があるときは、当該端数を切り捨てた額）とし、２５万円を限度とする。 



 （申請書等） 

第７条 この告示の実施に必要な申請書等は、次のとおりとする。 

 ⑴ 規則第３条に規定する補助金交付申請書（規則様式第１号） 

 ⑵ 規則第６条に規定する補助金交付決定通知書（規則様式第３号） 

 ⑶ 規則第１２条に規定する補助事業実績報告書（規則様式第５号） 

 ⑷ 規則第１３条に規定する補助金交付確定通知書（規則様式第６号） 

 ⑸ 規則第１５条に規定する補助金請求書（規則様式第７号） 

 （その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


